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１．電気料金の値上げをお願いするに
至るまでの背景と取り組み
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2１-１ ．燃料費の増加による厳しい経営状況①

 当社は、平成23年５月の浜岡原子力発電所の全号機停止以降、火力燃料費が大幅に増加した
ため、収支が悪化し、極めて厳しい経営状況にあります。

 また、昨今の円安の進行などにより燃料費はさらに増加し、経営状況は一段と厳しさを増し
ております。



3１-２ ．燃料費の増加による厳しい経営状況②

 当社は、１日でも長く現行料金を維持できるよう、徹底した経営効率化によるコストダウン
に取り組んでまいりましたが、依然として厳しい経営状況が継続しております。
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4１-３ ．当社のコスト構造とこれまでの経営効率化

 当社は、他社と比べて原子力発電比率が低いため、火力燃料費等の総コストに占める割合が
高く、化石燃料価格高騰の影響を受けやすいコスト構造となっております。

 このため、経営効率化の取り組みを進め、設備関係費やその他の費用の削減に努めてまいりま
した。また、平成12年の電力小売り部分自由化以降、５回に亘る電気料金の引き下げを実施し、経
営効率化による成果をお客さまにお示ししてまいりました。

平成12年10月 平成14年９月 平成17年１月 平成18年４月 平成20年４月

▲5.78％ ▲6.18％ ▲5.94％ ▲3.79％ ▲0.80％

経常費用の推移

◆当社の料金改定実績（規制部門平均）
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5（参考）他社とのコスト比較
 当社は、設備関係費やその他の費用の削減に努めることで、化石燃料価格の高騰時であって

も電力１０社平均以下のコストを実現してきました。

通関統計価格（原油）の推移



１-４ ．浜岡原子力発電所停止の影響

 当社は平成23年５月、内閣総理大臣の要請を受け、浜岡原子力発電所を全号機停止いたしました。

 低下した供給力に対し、火力発電電力量を増加させることで補っておりますが、これにより、火力燃
料費が年間で3,000億円程度増加いたしました。

 この火力燃料の消費量が増大した影響は、「燃料費調整制度」では電気料金に反映されないこと
から、収支悪化の大きな要因となっております。

 加えて、燃料価格の上昇や円安の進行により、さらに収支が圧迫される状況となりました。
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火力燃料費
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火力燃料費の変動イメージ



7１-５ ．さらなる経営効率化の取り組み

 このような状況に対し、当社は、１日でも長く現行の料金水準を維持できるよう、浜岡停止後の平成
23年５月に「経営効率化推進会議」を、また平成25年４月には「経営効率化緊急対策本部」を設置
し、経営効率化をより一層加速・徹底し、収支等の改善に取り組んでまいりました。

［主な取り組み内容］

 役員報酬の削減

 賞与の削減

 競争発注範囲、調達先の拡大等による資機材、役務調達コストの削減 等

（億円）

平成23年度 平成24年度
平成25年度
（見通し）

主な内容

投資の削減 750程度 600程度 700程度

•設備投資 工事の実施時期、範囲、工法等の見直し

•海外投資 将来の成長戦略実現のために至近年に投資することが

必要不可欠な案件のみに厳選

•資機材・役務調達コストの削減

費用の
削減

修繕費 200 100 200

•工事の実施時期、範囲、工法等の見直しにより、支出を抑制

•競争発注範囲､調達先の拡大等による資機材､役務調達ｺｽﾄの削減

•グループ会社と一体となった効率化

諸経費 200 150 170 •広報・販売活動や研究開発・システム開発等の内容・規模の見直し

燃料費 350 150 170
•ＬＮＧの安価な追加調達・安価な石炭火力の稼働増等

•高効率の火力発電所の点検・修理日数短縮による燃料費削減

人件費 - 20 40
•賞与の削減

•時間外労働の削減

小計 750程度 400程度 600程度

合計 1,500程度 1,000程度 1,300程度

◆平成23～25年度における経営効率化内訳



２．内部留保（剰余金）があるのに、
なぜこの時期に値上げをするのか？

8



9２-１．剰余金について
 剰余金は、経営効率化の取組みを含めた過去の事業活動から生じた利益であり、電気事業の運

営に必要な資産（発電設備・送電設備など）の取得等のための資金として活用しております。

 つまり、剰余金とは、会計上のルールでは貸借対照表上に金額が計上されていますが、実際には
電気事業の運営に必要な資産に形を変えており、「現金」として手元に残っているわけではありま
せん。

 したがって、事業活動に必要な資金が不足する分は、実際の現金ではない剰余金では賄うことが
できず、金融機関からの借入などにより資金を調達することが必要となり、借入を増やさなければ
なりません。

電気事業の運営
に必要な資産

【資金の使途】
資産の部

金融機関からの
借入 など

資本金等
（株主からの出資）

剰余金

【資金の源泉】
負債・純資産の部

発電設備
送電設備など

過去の事業活動
から生じた利益

資本金等
（株主からの出資）

震災以前の貸借対照表

金融機関からの
借入 など

25年度末見通し

【資金の源泉】
負債・純資産の部

剰余金

赤字が継続



10２-２．剰余金の効果について

平成12年の自由化以降、経営効率化の成果により剰余金を積み増してきた
ことで、一般的には以下のような効果があります。

 「無利息の自己資金」として設備投資等に充当することで、設備関係費用

（支払利息）の低減を図ることができた。

 剰余金により有利子負債を削減することで、財務体質の改善が図られ、

資金の調達金利も低く抑えることができた。

 特に浜岡原子力発電所の全号機停止以降にあっては、厳しい収支状況にお

いても、他社に比べ良好な財務体質を背景とした信用力により、事業活動に

不足する資金を金融機関からの借入などにより調達することができたため、

これまでは現行の料金水準を維持することができました。



11２-３．赤字継続による経営状況の悪化について

 お客さまに電気を安定的にお届けするためには、発電所や送電鉄塔といった膨大な設備を建設す
る必要がありますが、そのための巨額な資金調達にあたっては、現状では主に借入に依存せざる
をえません。過去に借り入れた資金は、随時、「借り換え」を行いながら長期間かけて返済しており
ます。

 加えて、赤字に伴い不足した資金は、剰余金が現金としてストックされているものではないため、借
入を増やして対応することとなり、支払利息の負担が増えることになります。

 「支払利息の増加」⇒「収支の悪化」⇒「財務状況の悪化」⇒「借入条件の悪化」⇒「更なる支払利
息の増加」⇒ …… このような悪循環を生むことになり経営の健全性を毀損することになります。

赤字による
資金不足

借入によ
る穴埋め

支払
利息
の増加

過去に借り入れた
資金の借り換え

借り換え

収支
の

悪化

財務
状況
の悪化

借入
条件
の悪化

借り換え

（この繰り返しにより‥）

赤字による
資金不足

借入によ
る穴埋め

更なる
支払
利息
の増加

このような悪循環を生むことになり、経営の健全性を毀損することになります。
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1,310 ▲774 ▲521 ▲1,100

12

 震災前までは、設備投資額を上回る自己資金（電気の販売によって生み出された資金 ⇒ 詳細はスライド
１６参照）を債務の返済に充てておりました。

 浜岡原子力発電所の停止以降は、増大した火力燃料費への支出増等により自己資金が大幅に減少して
おります。

 そのため、高経年化対策のための投資等に対しても、自己資金で賄えない分を借入で対応しなければなら
ず、借り換えに必要となる資金も含めて、調達必要額は年々増加しております。

 今後も、債務返済分だけで6,000億円～7,000億円という多額の資金調達が必要となります。

○ 最大のコスト削減を

実施しても黒字化は

困難

○ 債務返済も、6,000～

7,000億円で高止まり

今後も多額の資金を

調達する必要がある
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（参考）剰余金と有利子負債残高の推移

 当社は、平成12年の自由化以降、経営効率化の成果をお客さまにお示しする一方、効率化をさら
に進めたことによる成果を内部留保し（剰余金の積み増し）、財務体質の改善（有利子負債の削
減）を進めてきました。

 しかしながら、平成23年度の浜岡全号機停止に伴う燃料費負担の増加による厳しい収支状況など
により、剰余金は減少する一方、有利子負債は増加しております。

部分自由化以降の効率化成果
による剰余金の積み増し

浜岡全号機運転停止に伴う収支
悪化等による有利子負債の増加
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２-４．当社の財務状況と値上げの必要性について

３期連続の赤字となり、このまま具体的な収支改善の見込みが得られない場合‥

 金融機関に不良債権と判断される蓋然性（確実性）が高まり、取引先金融
機関から新規の融資を受けられなくなるおそれ（資金調達が極めて困難にな
る可能性）

信用力の低下から、資金調達コストの一層の上昇や、最悪の場合、
資金繰りが行き詰り、電気事業の遂行に支障をきたす可能性

● 収支の改善を図り、信用力の低下・自己資本の減少に歯止めをかけることにより、
電気事業を健全に運営し、お客さまに電気を安定してお届けすることが必要です。

● したがいまして、誠に心苦しい限りですが、電気料金の値上げについて、お願い
せざるを得ないとの判断に至りました。

 燃料、資材調達等にも影響が生じる可能性

14



15２-５．今回の料金に反映した経営効率化

 今回の料金値上げにあたっては、人件費の削減といった今後取り組むべき経営効率化も反映し、
可能な限り電気料金の値上げ幅の圧縮を図っております（規制部門平均：４．９５％）。

 お客さまには誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

H26 H27 H28
3ヶ年
平均

主な内容

人件費 454 460 467 460

•役員給与の削減

•基準賃金の削減をはじめとした社員年収水準の引き下げ

•保養所の全廃等による厚生費の削減 等

燃料費・
購入電力料

444 631 667 580

•上越火力発電所運転開始による熱効率向上（燃料費の低減）

•安価な燃料調達による燃料費の削減

•購入電力料の削減 等

設備投資
関連費用

49 84 117 83
•競争的発注の拡大等による調達価格の削減（震災前比▲10%等）

•新技術・新工法の採用による投資額の削減

修繕費 384 310 299 331
•競争的発注の拡大等による調達価格の削減（震災前比▲10%等）

•新技術・新工法の採用､仕様の見直し､設備の効率的運用等による削減

その他 175 183 179 179

•競争的発注の拡大等による調達価格の削減（震災前比▲10%等）

•販売拡大活動やイメージ広告等の普及開発関係費の削減

•寄付金・団体費等の諸費の削減

•販売に係る研究費の削減 等

合計 1,506 1,668 1,729 1,633

（億円）◆今回の料金に反映した経営効率化の内訳



（参考）当社の資金の出入りについて 16

 下の図は当社における代表的な資金項目と、その出入りの状況を示したものです。

 資金の入り（Ａ）から資金の出（Ｂ）を差し引いた数値（Ａ－Ｂ）が、最終的に会社に入った資金あるい
は会社から出て行った資金となります。

 ①電気の販売によって生み出された資金（仮に自己資金と呼ぶことにします。以下同じ。）、②電気
を作りお届けするのに必要な設備を建設する資金（設備投資額）、③外部からの調達あるいは外
部への返済（外部資金）の３つに区分して、資金の最終的な出入りを管理しています。

資金の入り（Ａ） 資金の出（Ｂ）

人件費・燃料費 等

法人税

支払い利息電気料金収入

設備投資

借入 等
債務返済 等

配当

最終的な資金の入／出（Ａ－Ｂ）

①電気の販売によって生み出された
資金（自己資金）

②電気を作りお届けするのに必要な設備
を建設する資金（設備投資額）

③外部からの調達あるいは外部への
返済（外部資金）

当

社
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金融機関の融資判断においては、債務者区分（①正常先、②要注意先、③破綻懸念先、④実質破
綻先、⑤破綻先）が重視されており、貸出債権が不良債権（②～⑤）に区分されると、多額の貸倒引
当金の計上（＝多額の損失計上）が必要となり、その債務者に対する新規融資は困難になる。

金融庁『預金等受入金融機関に係る検査マニュアル』（平成25年8月） Ｐ．206 自己査定（別表1）

１．債権の分類方法

（３）債務者区分

② 要注意先

（自己査定基準の適切性の検証）

要注意先とは、金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある債務者、元本返済若しくは利息支払いが

事実上延滞しているなど履行状況に問題がある債務者のほか、業況が低調ないしは不安定な債務者又は財務内容

に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者をいう。（中略）

（自己査定結果の正確性の検証）

ロ．赤字企業の場合、以下の債務者については、債務者区分を正常先と判断して差し支えないものとする。 なお、本

基準は、あくまでも赤字企業の債務者区分を検証するための目安であり、本基準を機械的・画一的に適用しては

ならない。 債務者区分の検討は、業種等の特性を踏まえ、債務者の業況、赤字決算の原因、企業の内部留保の

状況、今後の決算見込み等を総合的に勘案して行うものとし、本基準の要件を形式的に充たさない債務者を直ち

に要注意先と判断してはならない。

（イ）赤字の原因が固定資産の売却損など一過性のものであり、短期間に黒字化することが確実と見込まれる債

務者。

（後略）

※下線引用者



18（参考）自己資本維持の必要性

 ３期連続の赤字に伴い、当社の自己資本は大幅に減少しておりますが、電力を安

全・安定的に供給していくためには、一定の自己資本を維持する必要があります。

 当社においては、以下にお示しする固有の課題もあり、自己資本の確保が重要で

あると考えております。

 なお、剰余金については、現預金として積み立てるのではなく、発電設備をはじめ

とする設備投資資金に充当することにより、有利子負債を圧縮し、支払利息の低減

に繋げております。

<当社固有の課題>
 東海、東南海地震の震源域に多くの設備を有する当社は、原子力発電所のみならず、火力

発電所や流通設備についても、大規模災害への備えが必要。

 火力発電比率が相対的に高い当社では、燃料価格高騰に対する備えが他の電力会社

以上に重要。

 電力の安定供給やコスト低減に資するシェールガスや燃料上流権益への投資、事業基盤

の強化によりお客さまの利益に資する国内外エネルギー事業への投資について、積極的

に取り組んでいく方針。


